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事務総局会議（第24回）議事録

日時 令和5年8月22日 （火）午前11時00分～午後零時00分

場所等 総局会議室

出席者 堀田事務総長、小野寺総務局長、徳岡人事局長、氏本経理局長、門田民

事局長兼行政局長、吉崎刑事局長、馬渡家庭局長、板津秘書課長兼広報
課長、清藤審議官兼情報政策課長、後藤審議官、矢尾司法研修所長、後

藤裁判所職員総合研修所長、松川経理局総務課長

議事 1 令和6年度裁判所所管予算について

氏本経理局長説明（資料第1）

2執務機構の整備要求について

後藤審議官が、令和6年度予算の概算要求に関連して、最高裁判所

事務総局の組織及び下級裁判所の組織機構見直しに関連する執務機構

の整備要求について説明

3令和5年度外国出張計画について

板津秘書課長説明（資料第2）

4人事院勧告等について

徳岡人事局長説明（資料第3）

5刑事訴訟規則等の一部を改正する規則について

吉崎刑事局長説明（資料第4）

結果
◎裁判官会議付議 1， 4， 5

◎了承2， 3

秘書課長 板 津 正 道



事務総局会議資料第1
（8月22日開催） (資料1）

令和6年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について
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※防衛力整備計画対象経費については、 「防衛力整備計画」を踏まえ、所要の額を要求。地方交付税交付金等については、 「新経済・財政再生計画」との整合i生に留意しつつ要求。
・ 義務的経費については、経済センサス等に必要な経費等の増減について加減算。

(注)上記の計数昼蔑毎度至算まであQw防衛力強化資金への繰入れ､新型コロナｳｲﾙｽ感染症及び原油価格･物価高騰対策予備費並びにウクライナ情勢経済緊急対応予備費を除い
たもの。当該経費を含めると、前年度予算額の総額は89.1兆円、義務的経費は17.1兆円。
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’予算編成過程｛こおける検討事項 色

､／物価高騰対策等を含めた重要政策については、必要に応じて、 「重要政策推進枠」や事項のみの要求も含め‘適切に要求・要望を行
おいて検討。

､／ 「こども未来戦略方針」で示された「こども・子育て支援加速化プラン」の内容の具体化の取扱いについては、予算編成過程におい
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（資料2）

令和6年度概算要求（案）の概要

最高裁判所

（単位:百万円）

’
令和5年度
予算額

令和6年度
要求･要望額

’
１
１

塒△減率比較増△減額

322,217 5.8％340,894 18,677裁判所所管

※要求･要望額には｢重要政策推進枠｣8‘453百万円を含む

(単位:百万円）

'1.裁判事務処理態勢の充実 37,778（前年比十431）

○裁判手続等のデジタル化関係経費 7,149（前年比+1,580)

◇民事､刑事､家事の各デジタル化関連経費､情報基壁整備関連経費

○民事事件関係経費 2,631（前年比△54）

◇民事調停､労{助審判､専門委員関連経費など

○刑事事件関係経費 4,153（前年比÷162）

◇裁判貝裁判､心神喪失者等医療観察事件関連経費､法廷通訳関連経費など

ノ

○家庭事件関係経費 5,889（前年比△221 ）

◇家事調停関連経餐など

○事件共通関係経費 17，956（前年比△1.035）

◇各種事件処理に共通する諸経費

17,706(前年比+3,075)’ 2.裁判所施設の整備

○裁判所施設の新営等 17.706（前年比十3.075）

’3_その他の機構維持等に必要な経費 285,409（前年比十15.170）

○職員人件費 268,230（前年比十12,981）

○司法修習生関係経費 5，109．（前年比十1,400）

○その他の機構維持等経費 12,071（前年比十790）

｜’'4._定員要求

○増員 75人

事務官 75人

○定員合理化等 75人
※速記官から事務官への振替5人を含む。

(注)四捨五入等の理由により､端数において計数が合致しない場合がある。



(資料3）

概算要求に係る経費の内訳

物件費

471億円(14％）

裁判の運営に画妾必要となる経費(裁判費)等の
義務的な経費のほか､庁舎維持管理経費等､固
定的ないし他動的

(81％）

施設費

177億円(5％）

~

(単位：億円） 、

5年度
予算額

6年度
概算要求等額

増▲減額

人件費 2,631 2,761 130

■ ■

物件費 445 471 26
1 1 1

ロ ロ ■

施設費 146 177 31

今
ロ 計 3,222 3,409 187

(注）四捨五入等の理由により、端數において計数が合致しない場合がある．

一 一
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ノ (資料4）

裁判手続等のデジタル化関係経費の内訳

（単位:千円）

令和5年度
予算額

令和6年度
要求要望額

＜裁判手続等のデジタル化関係経養＞

民事翫訟手続のデジタル化 2,368,945 （ 3,127,309）

ｳｪブ会議等を活用した期日の運用 353,570 ( 648,931 )

書面の電子提出 174,009 （ 139,920）

民事訴訟手続のデジタル化に係るシステム 1,841,366 （ 2,338,458）

民事非舩｡家事手続のデジタル化 218,176 （ 459,434）

ウェブ会議等を活用した期日の運用 ・ 169,131 （ 459,434）

民事非訟･家事事件のデジタル化に係るシステム 49,045 （ －）

刑事手続のデジタル化 1,455,341 （ 一）

情報基盤整備等 3,106,485 （ 、 1,982,175）

J･NET関係経費 2,804,301 ( 1,611,492)

総合ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾂール 302,184 （ 370,683）

合計
7,148,947 （ 5,568,918）



(資料5）

令和6年度増加要求人員表

(注） 〔 〕は振替（速記官から事務官への振替5）による増であり、
内数である。
他に、政府からの憾力要舗（平成26年7月25日付け内閣官房
長官「 「国家公務員の総人件費に関する基本方針」等について」 ）
に対応するものとして合理化70がある。
裁判所共済組合の組織統合に伴い、事務官について(項)下級裁判
所から(項)最高裁判所への振替10がある。
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(資料6）

令和6年度概算要求施設主要案件

1庁舎新営・増築

（新営・継続分）

本 庁

7庁

津 地 家

冨山地家

鳥取地家

佐賀地家

（静岡）沼

（富山）高

（和･歌山）串

裁
裁
裁
裁
津
岡
本

１

１
１
１
ｌ
ｊ
１
１

７
１
９
８
８
７
７

く
Ｉ
く
く
く
く
く

地家裁支部

簡 裁

1庁(増築・継続分）

地家裁支部

(増築・新規分）

簡 裁

（福島）郡 山 (8)

1庁

(さいたま）飯 能 (7)

2裁判所施設の耐震化

（建替え・継続分）

地家裁支部

1庁

戸 (7)（盛岡）二

1庁(改修・継続分）

本 庁 大阪高・ 地裁 (6)

3庁舎改修

東京高地裁本 庁 (14）

※（）内の数字は完成年度を示す。



【機密性2】

事務総局会議資料第2

（8月22日開催）

令和5年度外国出張計画

国際会議

全米州裁判所事務局

（米国、約6日間）

合計2人

関する会議(NCSC)主催‘

【デジタル推進室】

主催のコートテクノロジーに蔭

裁判官1人

一般職1人
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院勧告の概要（本年の 与改定） 資料1

｜

ヨ ’
過去5年の平均と比べ、約10倍のベースアップ、

■

過去5年の官民較差の額及び率の平均は、約360円(約0.1％)。大卒・高卒の初任給をともに10,000円を超えて引き上げるのは、平成2年以来33年ぶり
官民較差の額3,869円は、平成6年の3,975円以来、29年ぶりの水準。官民較差の率0.96％は、平成9年の1.02％以来、26年ぶりの水準

※

.… 、

[民間と公務の本年4月分給与を調査。主な給与決定要素を同じくする者同士を比較］I
V

申

I 1 [直近1年間(昨年8月~本年7月)の民間の支給割合と公務の年間の支給月数を比較］
分→4．50月分期末手当及び勤勉手当の支給月数をともに0.05月分引上げゾ年間4．40月分

5表 ．

I [新設］※受給者に係る通勤手当の取扱いを併せて措置 3
●

､／住居その他これに準ずる場所で、一定期間以上継続して1箇月当たり10日を超えて正規の勤務時間の全部を勤務すること
を命ぜられた職員について、光熱。水道責等の負担軽減のため、月額3,000円を支給 ’

l
l
I

q 一

’ [非常勤職員の給与等］

本年4月、常勤職員の給与の改定に係る取扱いに準じて非常勤職員の給与を改定するよう努める旨を、
に関する指針に追加。指針の内容に沿った適切な給与支給が行われるよう、各府省を指導

非常勤職員の給与ゾ

|※勧告後の平均給与（行政職俸給表(一)）月額407,884円（+'3,869円、＋0.96％）、年間給与6,731,000円（＋105,000円、＋1.6％） ・

I 勧告後の初任給（行政職俸給表(一)）総合職大卒[本府省]249,640円一般職大卒[地方機関］196,200円一般職高卒[地方機関］166,600円
本府省業務調壁手当を含む 地域手当非支給地 地鰔手当ｦ産給地

L一一.ﾛ..p､.,.､－－．､ロー･,ﾛ.一一一一一一一一一一一一一一一...－.一一一,－－－口..－－－－－－,一一一一一,ロローーーーー－－一一一一一一一.－．－，－．－－－－－－－－－－－－－－－．－．．－．－－口－－－－．口.－－．口.－－－－－－－－－－－．－－

1

1

1

一

一 一

画 →
争

＞初任給を引上げ（高卒:約8％[12,000円]、大卒:約6％[11,000円]） 、ボーナスを0.10月分引上げ

＞テレワーク中心の働き方をする職員について、光熱・水道費等の負担軽減のため、在宅勤務等手当を新設（月額:3,000円）
0

． 【官民較差】3,869円（0.96％）
→いわゆる｢ベア｣に相当。モデル試算した定期昇給分を加えると、月収で約2.7％、年収で約3.3％の給与改善

月例給

ボーナス

在宅勤務等手当

その他



資料2

裁判官の報酬月額改定案

(令5． 4． 1適用）

内閣総理大臣と同額

国務大臣と同額

内閣法制局長官及び副大臣と同額

内閣法制局長官及び副大臣並びに大臣政務官を基に対応金額スライド方式により算出

１
２
３
４

ｊ注ぐ

1

区 分‘
現 行

円

改定案

円

増減額

円

最高裁判所長官 2,010,000 (注） 1

最高裁判所判事 1,466,000 (注） 2

東京 高 等裁判所長官 1,406,000 (注） 3

その他の高等裁判所長官 1,302,000 (注） 4

判

事

判
事
補

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1l

12

簡
易
裁
判
所
判
事

特

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1, 175,000

1,035,000

965,000

818，000

706,000

634,000

574,000

516,000

438,900

421,500

387,800

364,900◆

341,600

319,800

304,700

287,500

278,000

258,000

249,200

243,400

237,700

1,178,000

1,038,000

968,000

820,000

708,000

636,000

576,000

518,000

440,400

423,000

389,300

367，100

343,800

322,400

307,900

291,400

282,200

263,500

254,800
●

249,400

244,000

3,000

3,000

3,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,500

1，500

1,500

2,200

2,200

2,600

3,200

3,900

4,200

5,500

5,600

6,000

6,300



資料3

裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給月数表 令和5年8月7日現在

◆

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

｡ 、

期末手当 勤勉手当
裁判官の
区分

●

年度 合計

' 12月期 ’12月期6月期 12月期 計 6月期 計

／I
ﾛ ■ 夕 ■

ロ

1.65 1.65 3．3現行 3.3

最高裁長官
最高裁判事
高裁長官

ﾛ ロ 夕

け

〃 Ⅱ

1 1 ／
1 1 1

／

1.65

未定

未定

未定

未定

未定

R5年度 未定

未定

Ⅱ

（ ｝
特別職給与法の
特別職の
支給月数を引用

R6年度以降

l／
1 ，肩､｡‐雷可5雪 l l Fh弓一 I

I

0.625 0.625 1.25

＋Oh05

1．3

1．3

1.025 1.025 205

_ごf竺皿§

2．1

2．1

現行 鮒
、
一
梱
一
捌
肌

判事
簡判特～4号

08675

0．65

0.625 1.075

1．05

R5年度 妬
５
０
０

■
“
■
一
■
■
。

１

（ 〕
一般職給与法の
指定職の
支給月数を引用 0.65

b

R6年度以降

I I I l l

ロ
■ ■ ■

屯

1 1

ロ

1.0 1.0 2.0 1.2 1.2 24 4．4
－

現行
●

判事補1～4号
簡判5～9号

凸

［＋0ユ+0"OS
q

ｰ 二』

十0.05

2.45

245

●

I

I

1.0

1025

５
５
０
０
２
２

1．2

1個225
ー－

1.25

1.225

R5年度 ５
５
■
■

４
４I ］

一般職給与法の
特定管理職員の
支給月数を引用

bR6年度以降

ﾛ

｜ 上 ， ｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜
1 1 1 1 、 1

ロ 【 1

1.2 1.2 2.4 1.0 1.0 2.0 4.4現行

ロ

判事補5～12号
簡判10～17号

+0.05

2.45

2.45

＋0.05

2.05

2.05

辿
妬
輔

1.2

1.225

５
５
２
並
１
１

1.0

1.025

1．05

1d025

R5年度

［ 1
I一般職給与法の

一般職員の
支給月数を引用

R6年度以降

■

1 1

ｌｌｌｌｌｌｌ



【機密性2】

事務総局会議資料第4

（8月22日開催）

民事局・家庭局）(令和5j 8. 22刑事局

配布資料目録

刑事訴訟規則等の一部を改正する規則案

刑事訴訟規則等の一部を改正する規則の制定理由

１
２
３ 刑事訴訟規則等の一部を改正する規則新旧対照照条文

１



､

(配布資料2）
』

I

則
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る

場
合
等
の
手
続
に
つ
い
て

理
由

４
《
ｂ

刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
裁
判
の
執
行
に
関
し
て
令
状
に
よ
り
差
押
え
等
を
す
る

理

〆
1

？

1

必
要
な
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
関
係
規
定
の
整
備
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
規

L 。

I

冬

（

【

（

）

1

一

1
1

、

Ｊ
１

イ

＃

I'

一

ノ

へ

、

ノ

戸

0

i



、

(配布資料3）

第
一
条
関
係
ｌ
刑
事
訴
訟
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
三
十
二
号
）

目
次第

一
編
～
第
六
編
（
略
）

第
七
編
裁
判
の
執
行
（
第

刑
制
『
銅
刷
判
可
「
）

第
八
編
（
略
）

附
則

へ

訴
訟
手
続
の
停
止
・
法
第
十
五
条
等
）

刑
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

新
二

百
九
十
五
条
’
第
二
百
九

〕

目
次第

一
編
～
第
六
編
（
同
上
）

第
七
編
裁
判
の
執
行
（
第
二

Ｈ
制
劇
詞
剴
刈
）

第
八
編
（
同
上
）

附
則（

訴
訟
手
続
の
停
止
・
法
第
十
五
条
等

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

百
九
十
五
条
’
第

ー

一
一

百
九

-1-



9

第
百
五
十
八
条
法
第
二
百
二
十
二
条
第
七
項
剖
濁
罰
劃
当
副

第
六
条
裁
判
所
に
係
属
す
る
事
件
に
つ
い
て
管
轄
の
指
定

請
求
者
の
所
属
の
官
公
署
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁

含
亦
も
Ｊ
ｉ
の
規
定
に
よ
り
身
体
の
検
査
を
拒
ん
だ
者
を
過

料
に
処
し
又
は
こ
れ
に
賠
償
を
命
ず
べ
き
旨
の
請
求
は
、

判
所
又
は
簡
易
裁
判
所
に
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

副
酬
叫
剛
刈
。
ｑ
渕
副
州
呵
刈
刊
引
洲
到
渕
削
剥
州
矧
制
剴
創
璃
渕
司
は
、

速
を
要
す
る
場
合

訴
訟
手
続
を
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
矧
到
Ｈ
ｕ
、
急

又
は
移
転
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
決
定
が
あ
る
ま
で

の
限
り
で
な
い
。

（
処
罰
等
の
請
求
・
法
第
二
百
二
十
二
条
）

又
は
当
該
請
求
が
訴
訟
を
遅
延
さ
せ
るこ

（
処
罰
等
の
請
求
・
法
第
二
百
二
十
二
条
）

第
百
五
十
八
条
法
第
二
百
二
十
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ

第
六
条
裁
判
所
に
係
属
す
る
事
件
に
つ
い
て
管
轄
の
指
定

又
は
移
転
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
決
定
が
あ
る
ま
で

を
要
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

訴
訟
手
続
を
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
側
Ⅶ
ｕ
、
急
速

賠
償
を
命
ず
べ
き
旨
の
請
求
は
、
請
求
者
の
所
属
の
官
公

署
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
又
は
簡
易
裁
判
所

に
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

り
身
体
の
検
査
を
拒
ん
だ
者
を
過
料
に
処
し
又
は
こ
れ
に

－2－



第

尋一’
◎

三’ 二’ 押令
状

一
一

え淫

、

さ
せ
る

く
は
印
刷
さ

百
九
十

ば
な
ら
な

’’
ヅ＜ の

請
求

き
場
所
、

●

条命き し、
。
宮
に
は
、

の
六

や
卿
Ⅶる

べ
き
者
又
は
捜
索
し
若
し
く
は
検
討

的

押 法
第

次
に
掲
げ
る

若
し
く
は
物

え
、

及

百
九
条
の
規

捜
索
又
は
検
証
の
た
め
の

こ

を
記
録
さ
せ
若
し

優

を
記
載
し
な
け

へ

新
設
ー

－3－



八｜

’ |11
到四’

母
え
、

行

’
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該

索
又
は
検
一

ロ.

を
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
そ

し
た
事
由

、

－4－
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213121 第
二
百
九
十
五
条
の
七

’
｜
い
0

条
第
四
項
に
規

書
、

便
吻
判
劉
側
電
信
膠
崖
関
す
ス
皇
言
類
で
法
令
の
銅

》
百
の
規
定
体
検
査

資
料

裁
判
刊
の
劫
蟄
打
か
為
詞
時
ｇ
ｏ
老
果
吻
氏
名
又
は
名
称
が
明
ら
か

瓢
伺
制
息
苧
き
到
勢
判
の
裁
鰯
型
書
又
は
裁
判
を
記
載
し
た
調

R11

項
の
請
求
を

の
輻

又
は
抄 Ｉ

規
｛

等
●

るを
差
し
出
さ
な
け

る

前 第
日

条
第

副
討
詞
項
の
ほ
か
、
法
第
五
百
九

ロ
に
お
い
て
、

九
条
等

郵
便
物

ば
な
ら
な

ば
な
ら
な

に
基
づ
き

、

信 い
◎

へ

新
設
…

〃

、

－5－



31

｜
い
◎

な
ら
な
い
。

、
主
午
し
押
太
ぞ
え
る
べ
き
物
呵
の
存
在
を
認
め
る
に
足
り
る
状

判
の
執
行
に
関
係
が
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
状
況
が
あ

を
受
け
る
者
以
外
の
者
の
身
体
、
物
又
は
住
居
そ
の
他
の

る
こ
と
を
認
め
る
べ
き
資
料
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

場
所
に
つ
恥
圭
－
の
捜
索
の
た
め
の
令
状
を
請
求
す
る
に
は

（
裁
ｌ
の
１
勺
を
受
す
者
剥

第
一
項
の
請
求
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
の
執
行

押
え
の
た
め
の
令
状
を
請
求
す
る
に
は
、
そ
の
物
が
裁ば

－6－



第
二
百
九
十
五
条
の
八

第
二
百
九
十
五
条
の
九

’|
二
一
《
》
後
１
．
体
検
査

当
矧
謝
埋
中
累
〃
な
で
塾
身
体
小
滞
横
本
弓
を
拒
ん
だ
と
き
は
過
料
又

全’
は
刑
鎧
副
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
旨
を
も
記
載
し
な
け

旨
到
乞
も
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

泊
川
副
司
剛
１
割
目
ち
脂
屡
当
れ
葬
希
桧
遅
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

副
函
南
飼
刈
州
艶
計
可
劉
請
命
全
書
洲
叫
印
璽
執
亜
罰
件
・
法
第
五
百
十
詞

法
鐘
室
五
百
九
条
第
一
項
後
段
又
は

法
第
諄
芸
早
九
条
第
一
項
の
令
状
に

（
新
設
）

（
新
設
）

－7－



|
封 四’ ヨ 二’ 一’

’
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該

で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
）

認
判
が
確

’ ’
行

人
の
氏
名
及

●

きし
た
日
及

判
を 検

業 官
が
法
第
五
百
十
五
条
第

し
た
事
由

る
に
足
り
る
事
項

二

へ

新
設
…

、

－8－



J||
21 第

二
百
九
十
五
条
の
十
一

準
用
す
る
。

六
第
三
項
及
び
第
二
百
九
十
五
条
の
七
第
一
項
の
規
定
を

よ
っ
て
す
る
請
求
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

四
十
条
及
び
第
百
四
十
一
条
の
規
定
は
、
検
察
官
が
法
第

五
百
九
条
第
三
項
又
は
第
五
百
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に

三
項
の
規
定
を
除
く
。
）
は
裁
判
所
又
は
裁
判
官
が
法
第

（
準
用
規
定
等
）

、
率
恵
蝉
す
べ
主
丘
墳
墓
▽
金
峰
破
壊
す
べ
き
物

第
、
『
十
三
条
及
び
第
一
編
第
九
章
の
規
定
（
第
百
条
第

第
百
三
十
九
条
第
一
項
へ
第
百

（
新
設
）

－9－



41 31
押
収
又
は
捜
索
に
つ
い
て
、
第
百
一
条
の
規
定
は
裁
判
所

用
す
る
。

調 み 又
は
裁
判
官
が
法
挙

い
て
、

っ
て

〆固

一

’
裁
判
所
又
は
裁
判
官
が
法
第
五
百
十
一
条
の
規

百
十

菅
』
えを

作
ら
な
け

と
あ
る
の
は
、

第
四
十

る
検

る
も
の
と

一

条
及証

に
つ
い
て
は
、

一
一
一

条

ば
な
ら
な

る
。 「
裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者
」
と
読

第
四
十

百
一

項
中 一

条
一
一

い
◎

行
を

被
告

の
規
定
に
よ
っ
て

第

二
項
の
規
定

若
し
く
は
被
野

る
者
が
、

自
ら

を
準

に

よ る

I

-10-



第
二
条
関
係
ｌ
民
事
訴
訟
規
則
（
平
成
八
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）

目
次第

一
編
（
略
）

第
二
編
第
一
審
の
訴
訟
手
続

第
一
章
・
第
二
章
（
略
）

第
三
章

第
一
節
総
則
（
第
九
十
九
条
ｌ
詞
司
ヨ
剴
詞
耐
割
引
）

第
二
節
～
第
七
節
（
略
）

第
四
章
～
第
七
章
（
略
）

第
三
編
～
第
九
編
（
略
）

新

目
次第

一
編
（
同
上
）

第
二
編
第
一
審
の
訴
訟
手
続

第
一
章
・
第
二
章
（
同
上
）

第
三
章

第
一
節
総
則
（
第
九
十
九
条
ｌ
調
司
ヨ
剴
調
）

第
二
節
～
第
七
節
（
同
上
）

第
四
章
～
第
七
章
（
同
上
）

第
三
編
～
第
九
編
（
同
上
）

旧

－11－
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イ

附
則

’ 1
き’

… 、

）
、 求

）
、
第
二
百
九
十
五
条
の
六
か
ら
第
二
百
九
十
五
条
の

判十
ま
で

第 第
一

B

第
一
一

一

項
及

則
第

百
九
十
九
隼

一
一

百
九
十
五
条
の
十
一

一
一
一

第
三
百

十
二

号
一（

裁
判
官
に
対

第
百
五
十
八
《

へ

令
状 る

調
査

（
準
用
規
定
等

の

有
効
期
間

る
取
調
等
の
請
求

●

法
第
百
八
十
九

ー

の

ー

罰
等第

一
項

規
定

の

請

へ

新
設

附
則

ー

』

－12－



第
百
十

用
す
る
。

Ｑ

正
当
な
理
由
な
く
出
頭
し
な
い
証
人
の
勾
引
に
つ
い
て
準

劃
‐
開
刎
削
副
司
の
割
当
山
旧
型
ス
贈
哩
料
の
Ｉ
裁
判
の
執
行
に
関

ｌ
（
勾
引

一

条 ●

法
第
百
九
十
四
条

ｌ

刑
事
訴
訟
規
則
中
勾
引
に
関
す
る
規
定
は
、

ー

第
百
十

な
理
由
な
く
出
頭
し
な
い
証
人
の
勾
引
に
つ
い
て
準
用
す

一

Bる
0 （

罰
規
則
第

一

条 ●

一
一

法
第
百
九
十
四
条
）

刑
事
訴
訟
規
則

十
一

一

号
一

中
側
刑
刈
に
関
す
る
規
定
は
、
正
当

（
昭
和
二
十
三

ノ

年
最
高
裁

判

－13－



、 ョ
第
三
条
関
係
ｌ
非
訟
事
件
手
続
規
則
（
平
成
二
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
七
号
）

目
次第

一
章
～
第
五
章
（
略
）

鯛

1

附
則

1

新

目
次第

一
章
～
第
五
章
（
同
上
）

３
…

（
新
設
）

附
則

（
新
設
）

旧

ー14－



所
規
則
第

十
三
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用

ヨ
ヨ
劇
謂
刎
詞
幽
疋
は
、
渋
雷
雲
日
二
十
一
条
第
三
項
（
法
第
詞

五
条
の
十
一
第
一
項
、
第
二
百
九
十
九
条
第
一
項
及

査
倒
Ｌ
つ
い
て
準
用
す
る
。

お
い
テ
引
読
謹
曇
章
記
て
準
用
す
る
刑
事
訴
訟
法

径

く
（
法
の
規
定
を
準
用
す
る
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
非
訟

事
件
の
手
続
へ
の
準
用
）

一

条
及

Ｏ
）

’
第
七
章

鋸

の
銅 一

一
一第 第

百 十

号
一

一
一
一百

十
雑
則

に
Ｈ
ま
ｏ
過
料
の
裁
判
の
執
行
に
関

十
一
一
一

一

号 第
百
五
十
八
条

条
第

第
七
編
第

六
劃
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
除

る
場
合
を
含
む
。
）
に

、一

一

書 第
二

へ

第 百
九
十
五

昭
和
二
十

百
十

る
調 第

事
件
の
手
続
へ
の
準
用
）

（
法
の
規
定
を
準
用
す
る
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
非
訟

Ｉ
第
六
章

雑
則

／

－15－



１
１

第
七
十
四
条
前
各
章
の
規
定
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い

則
で
定
め
る
べ
き
事
件
の
手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

限
り
、
他
の
法
令
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
条
の
規
定

に
よ
り
そ
の
手
続
に
関
し
必
要
な
事
項
を
最
高
裁
判
所
規

1
1

第
七
十
三
条
前
各
章
の
規
定
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い

に
よ
り
そ
の
手
続
に
関
し
必
要
な
事
項
を
最
高
裁
判
所
規

則
で
定
め
る
べ
き
事
件
の
手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

限
り
、
他
の
法
令
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
条
の
規
定

1

－16－



第
四
条
関
係
ｌ
家
事
事
件
手
続
規
則
（
平
成
二
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
八
号
）

（
証
拠
調
べ
・
法
第
六
十
四
条
）
（
証
拠
調
べ
・
法
第
六
十
四
条
）

第
四
十
六
条
家
事
審
判
の
手
続
に
お
け
る
証
拠
調
べ
に
っ
第
四
十
六
条
家
事
審
判
の
手
続
に
お
け
る
証
拠
調
べ
に
つ

い
て
は
、
民
事
訴
訟
規
則
第
二
編
第
三
章
第
一
節
か
ら
第
い
て
は
、
民
事
訴
訟
規
則
第
二
編
第
三
章
第
一
節
か
ら
第

六
節
ま
で
の
規
定
（
同
規
則
第
九
十
九
条
第
二
項
輔
第
百
六
節
ま
で
の
規
定
（
同
規
則
第
九
十
九
条
第
二
項
、
第
百

条
、
第
百
一
条
１
劃
劃
副
到
斜
渕
引
斗
、
第
百
二
十
一
条
及
び
条
、
第
百
一
条
、
第
百
二
十
一
条
及
び
第
百
三
十
九
条
の

第
百
三
十
九
条
の
規
定
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
。
こ
の
規
定
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
直
送
」
と
あ
る
の
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
直
送
」
と
あ
る
の
は
「
家
事
事
件
手

は
「
家
事
事
件
手
続
規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
の
直
送
」
続
規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
の
直
送
」
と
、
同
規
則
第
百

と
、
同
規
則
第
百
二
十
九
条
の
二
中
「
口
頭
弁
論
若
し
く

二
十
九
条
の
二
中
「
口
頭
弁
論
若
し
く
は
弁
論
準
備
手
続

新

旧
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ノ

２
～
４
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

」
と
あ
る
の
は
「
家
事
事
件
手
続
規
則
第
四
十

十
条
第

は
弁
論
準
備
手
続
の
期
日
又
は
進
行
協
議
期
日

の
は
「
家
事
審
判
の
手
続
の
期
日
」
と
、
同
規
則
第
百
四

一
一
一へ

略 項
中
「
第
九
十
九
条
（
証
拠
の
申
出
）
第
二
項

ー

六
条
第

'一一

と
あ
る一

一
一

２
～
４

家
事
事
件
手
続
規
則
第
四
十

第
九
十
九
条
（
証
拠
の
申
出
）
第
二
項
」
と
あ
る
の
は

る
も
の
と
す
る
。

の
手
続
の
期
日
」
と
、
同
規
則
第
百
四
十
条
第

の
期
日
又
は
進
行
協
議
期
日
」
と
あ
る
の
は
「
家
事
審
判

へ

同
上
…

一
ハ

条
第
一
一
一

項
L一一

と
読
み
替
え

一
一
一

項
中

夏 弓
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件
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）

第
四
条
関
係
ｌ
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
子
の
返
還
に
関
す
る
事

（
証
拠
調
べ
・
法
第
八
十
六
条
）
（
証
拠
調
べ
・
法
第
八
十
六
条
）

第
四
十
六
条
子
の
返
還
申
立
事
件
の
手
続
に
お
け
る
証
拠
第
四
十
六
条
子
の
返
還
申
立
事
件
の
手
続
に
お
け
る
証
拠

調
べ
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
規
則
第
二
編
第
三
章
第
一
調
べ
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
規
則
第
二
編
第
三
章
第
一

節
か
ら
第
六
節
ま
で
の
規
定
（
同
規
則
第
九
十
九
条
第
二
節
か
ら
第
六
節
ま
で
の
規
定
（
同
規
則
第
九
十
九
条
第
二

項
、
第
百
条
、
第
百
一
条
１
到
到
司
到
封
剰
剴
斗
、
第
百
二
十
項
、
第
百
条
、
第
百
一
条
、
第
百
二
十
一
条
及
び
第
百
三

一
条
及
び
第
百
三
十
九
条
の
規
定
を
除
く
。
）
を
準
用
す
十
九
条
の
規
定
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
直
送
」
．
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
直
送
」
と
あ
る
の
は
「
国

と
あ
る
の
は
「
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実

新

旧
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関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
子
の
返
還
に

関
す
る
事
件
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
第
三
十
三
条
第
一

項
の
直
送
」
と
、
同
規
則
第
百
四
条
中
「
地
方
裁
判
所
又

は
簡
易
裁
判
所
」
と
あ
る
の
は
「
家
庭
裁
判
所
」
と
、
同

規
則
第
百
二
十
九
条
の
二
中
「
口
頭
弁
論
若
し
く
は
弁
論

準
備
手
続
の
期
日
又
は
進
行
協
議
期
日
」
と
あ
る
の
は
「

子
の
返
還
申
立
事
件
の
手
続
の
期
日
」
と
、
同
規
則
第
百

四
十
条
第
三
項
中
「
第
九
十
九
条
（
証
拠
の
申
出
）
第
二

項
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側

面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
子
の
返

還
に
関
す
る
事
件
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
第
四
十
六
条

第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
．
３
（
略
）

２
．
３
（
同
上
）

替
え
る
も
の
と
す
る
。

件
の
手
続
の
期
日
」
と
、
同
規
則
第
百
四
十
条
第
三
項
中

条
の
二
中
「
口
頭
弁
論
若
し
く
は
弁
論
準
備
手
続
の
期
日

施
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
子
の
返
還
に
関
す
る
事
件
の
手

と
あ
る
の
は
「
家
庭
裁
判
所
」
と
、
同
規
則
第
百
二
十
九

同
規
則
第
百
四
条
中
「
地
方
裁
判
所
又
は
簡
易
裁
判
所
」

続
等
に
関
す
る
規
則
第
三
十
三
条
第
一
項
の
直
送
」
と
、

又
は
進
行
協
議
期
日
」
と
あ
る
の
は
「
子
の
返
還
申
立
事

の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
第
四
十
六
条
第
二
項
」
と
読
み

「
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約

の
実
施
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
子
の
返
還
に
関
す
る
事
件

「
第
九
十
九
条
（
証
拠
の
申
出
）
第
二
項
」
と
あ
る
の
は

－20－



附
則
第
二
条
関
係
Ｉ
刑
事
訴
訟
規
則
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
三
十
四
号
）

0

第
三
条
第
一
条
第
一
項
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
次
の
例
に
一
第
三
条
第
一
条
第
一
項
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
次
の
例
に

よ
る
。

一
規
則
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
（
主
任
弁
護

人
）
、
第
四
十
九
条
（
調
書
へ
の
引
用
）
、
第
五
十
七

条
（
裁
判
書
等
の
謄
本
、
抄
本
）
、
第
百
七
十
九
条
の

三
（
公
判
期
日
に
出
頭
し
な
い
者
に
対
す
る
処
置
）
、

第
百
七
十
九
条
の
四
（
公
判
期
日
の
変
更
の
請
求
）
、

第
百
七
十
九
条
の
五
（
私
選
弁
護
人
差
支
の
場
合
の
処

置
）
、
第
百
七
十
九
条
の
六
（
国
選
弁
護
人
差
支
の
場

新

よ
る
。

一
規
則
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
（
主
任
弁
護

人
）
、
第
四
十
九
条
（
調
書
へ
の
引
用
）
、
第
五
十
七

条
（
裁
判
書
等
の
謄
本
、
抄
本
）
１
割
割
引
旬
刊
剖
制
詞
刷

ゴ
ー
剰
綱
網
調
矧
ヨ
ー
、
第
百
七
十
九
条
の
三
（
公
判
期
日

に
出
頭
し
な
い
者
に
対
す
る
処
置
）
、
第
百
七
十
九
条

の
四
（
公
判
期
日
の
変
更
の
請
求
）
、
第
百
七
十
九
条

の
五
（
私
選
弁
護
人
差
支
の
場
合
の
処
置
）
、
第
百
七

旧
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１
０
／

用
す
る
・

二
～
六
（
略
）

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
適
用
又
は
準

先
審
判
）
及
び
第
三
百
三
条
（
検
察
官
及
び
弁
護
人
の

訴
訟
遅
延
行
為
に
対
す
る
処
置
）
の
規
定
は
、
第
一
条

合
の
処
置
）
、
第
百
八
十
二
条
（
公
判
期
日
の
不
変
更

）
、
第
百
八
十
三
条
か
ら
第
百
八
十
六
条
ま
で
（
不
出

頭
の
場
合
の
診
断
書
の
提
出
等
）
、
第
百
九
十
一
条
の

の
制
限
）
、
第
二
百
五
十
六
条
（
違
憲
判
断
事
件
の
優

の
制
限
）
、
第
二
百
十
五
条
（
公
判
廷
の
写
真
撮
影
等

二
（
証
人
等
の
出
頭
）
、
第
二
百
十
二
条
（
弁
論
時
間

｛

二
～
六
（
同
上
）

断
書
の
提
出
等
）
、
第
百
九
十
一
条
の
二
（
証
人
等
の

出
頭
）
、
第
二
百
十
二
条
（
弁
論
時
間
の
制
限
）
、
第

二
百
十
五
条
（
公
判
廷
の
写
真
撮
影
等
の
制
限
）
、
第

二
百
五
十
六
条
（
違
憲
判
断
事
件
の
優
先
審
判
）
及
び

第
三
百
三
条
（
検
察
官
及
び
弁
護
人
の
訴
訟
遅
延
行
為

に
対
す
る
処
置
）
の
規
定
は
、
第
一
条
第
一
項
の
規
定

十
九
条
の
六
（
国
選
弁
護
人
差
支
の
場
合
の
処
置
）
、

第
百
八
十
二
条
（
公
判
期
日
の
不
変
更
）
、
第
百
八
十

三
条
か
ら
第
百
八
十
六
条
ま
で
（
不
出
頭
の
場
合
の
診

に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
適
用
又
は
準
用
す
る
。

１
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●

事務総局会議（第25回）議事録

日時 令和5年8月29日 （火）午前10時00分～午前10時35分

場所等 ウェブ会議

出席者 堀田事務総長、小野寺総務局長、徳岡人事局長、氏本経理局長、福田民

事局長兼行政局長、吉崎刑事局長、馬渡家庭局長、板津秘書課長兼広報
課長､清藤審議官兼情報政策課長､後藤審議官

議事 1 高等裁判所事務局総務課長等事務打合せの開催について

小野寺総務局長説明（資料第1）

2高等裁判所事務局長事務打合せの開催について

小野寺総務局長説明（資料第2）

3司法修習生採用選考審査基準について

徳岡人事局長説明（資料第3）

ゆ 6

I
「

結果
◎裁判官会議付議3 ‐

◎了承 1， 2

秘書課長 板 津 正 道



事務総局会議資料第1

（8月29日開催） 【機密性2】

総局会議配布資料

(令和5． 8． 29総一印）

高等裁判所事務局総務課長等事務打合せ開催要領（案）

主催 最高裁判所

期日 令和5年10月12日 （木）

場所 最高裁判所

協議事項（1）一般広報及び報道対応について

（2）情勢の変化等を踏まえた文書管理及び文書開示の在り方について

（3）危機管理について

（4） その他総務事務全般の連絡協議

出席者 各高等裁判所事務局の総務課長及び文書企画官

合計 16人

日程

１
２
３
４

5

6

！

10：30

～

11 :50

11 ：50

～

13: 10

13
●

● 10

～

16：30

12日

(木）

協議 昼食

休憩

協議



事務総局会議資料第2
（8月29日開催）

【機密性2】

高等裁判所事務局長事務打合せ開催要領（案）

最高裁判所

令和5年10月6日 （金）

最高裁判所

当面の司法行政上の諸問題について

高等裁判所事務局長8人

1 主催

2 期日

3場所

4協議事項

5 出席者

6 日程

、

11 ：00
～

12：00

12 :00

5

～

13 :1

13： 15
～◆

16：00

6

16:00
～

17：00

6日

(金）
事務総長挨拶
協議

昼食
休憩

協議
各局課との
意見交換



事務総局会議資料第3
（8月29日開催）

、司法修習生採用選考審査基準

令和5年8月30日最高裁判所

司法修習生の採用選考における審査基準を下記のとおりとする。

記

1 次に掲げる者から司法修習生採用選考の申込みがあった場合には、 2に該当す

るときを除き、司法修習生として採用する。

（1） 司法試験法（昭和24年法律第14．0号）による司法試験に合格した者（同

法第4条第2項の規定により司法試験を受け、これに合格した者にあっては、

その合格の発表の日の属する年の4月1日以降に法科大学院（学校教育法（昭

和22年法律第26号）第99条第2項に規定する専門職大学院であって、法

曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。 ）の課程を修了

したものに限る。 ）

（2） 司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律（平成14年法律第138号。

以下「改正法」 という。 ）による改正前の司法試験法の規定による司法試験の

第二次試験又は改正法附則第7条第1項の規定により行われる司法試験の第二

次試験に合格した者

（3） 高等試験令（昭和4年勅令第15号）による高等試験司法科試験に合格した

者

（4） 司法官試補及弁護士試補ダル資格ノ特例二関スル法律（昭和20年法律第2
せん せん

8号）に規定する錐衡委員会の錠衡を経た者

2 司法修習生採用選考申込者に次に掲げる事由があると認めるときは、 これを不

採用とする。

（1） 次のいずれかに該当すること。

ア心身の故障により修習をすることが困難である者

イ禁銅以上の刑に処せられた者

ウ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

-1-



エ品位を辱める行状により、司法修習生たるに適しない者

オア又はエに準ずる事由がある者

(2) 司法修習生であった者が、次のいずれかに該当すること。

ア成績不良（裁判所法（昭和22年法律第59号）第67条第1項の試験の

不合格を除く。 ）により修習をすることが困難である者

イ修習の態度の著しい不良により、司法修習生たるに適しない者

ウ裁判所法第67条第1項の試験に連続して3回合格しなかった者（再度司

法試験法による司法試験に合格した者を除く。 ） 。ただし、病気その他やむ

を得ないと認められる事情により、裁判所法第67条第1項の試験の全部又

は一部を受験することができなかった場合には、当該試験については、受験

回数として数えないものとすることができる。

エア又はイに準ずる事由がある者

(3) 司法修習生採用選考要項において定める手続を遵守しなかったこと。
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